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雇用調整助成金等の「３年間で300日」の計算方法 
 

雇用調整助成金等の支給限度日数「３年間で300日」の計算方法について問い合わせがあり、以下

に解説します。 

 

《 ３年間で300日の計算例：下図参照 》 

2012年６月から雇用調整助成金等の再申請をする場合 

ⅰ この場合の３年間は①を通算せず ②＋③＋④ となる 

ⅱ 2012年６月から１年間の支給限度日数は 300日 - (②70日 + ③110日 + ④0日) = 120日 

ⅲ 同様に2013年６月からの支給限度日数は 300日 - (③110日 + ④XXX日) 

④の日数120日の場合 300日 - (③110日 + ④120日) = 70日 

ⅳ 一年前の2011年６月の再申請時の支給限度日数は 300日 - (①40日 + ②70日) = 190日 

 

 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 

 5月6月 5月6月 5月6月 5月6月 5月6月 

 

 

      

累積支給日数 40日 70日 110日 支給限度120日  

 

 

《 累積支給(休業等実施)日数の計算例 》 

基礎期間 Ａ休業等実施(支給) 

のべ日数 

Ｂ雇用保険被保険者 

全員の人数 

（Ａ÷Ｂ） 

支給日数/月 
2011年 

 
 
 
 
 
 

2012年 
 

６月１日～末 
７月１日～末 
８月１日～末 
９月１日～末 
10月１日～末 
11月１日～末 
12月１日～末 
１月１日～末 
２月１日～末 
３月１日～末 
４月１日～末 
５月１日～末 

10人×16日＝160人日 
10人×18日＝180人日 
10人×24日＝240人日 
10人×18日＝180人日 
10人×18日＝180人日 
10人×18日＝180人日 
11人×10日＝110人日 
11人×16日＝176人日 
14人×10日＝140人日 
14人×20日＝280人日 
10人×16日＝160人日 
10人×18日＝180人日 

20人 
20人 
20人 
18人 
18人 
18人 
22人 
22人 
20人 
20人 
20人 
20人 

８日 
９日 
12日 
10日 
10日 
10日 
５日 
８日 
７日 
14日 
８日 
９日 

 2,166人日  110日 

＊休業等実施(支給)のべ日数が、そのまま累積されるものではありません。 

＊問い合わせは、最寄りのハローワークへ 

Ｊ Ａ Ｍ         
政策ＮＥＷＳ 

  ①   ②   ③   ④ 

累積支給日数

３年間


